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 社会的文化的な差別、経済的な差別、それに法による差別のために、女性や女児が HIV
感染に対し弱い立場に置かれていることは、はなはだしい人権侵害であると言わねばなり

ません。女性や女児は虐待や搾取を受ける恐れが最も高く、また、速いスピードで、

HIV╱AIDS が「少女たちの伝染病」になりつつあることが調査で明らかになっています。

女児は多くの場合、自らを守るための基本的情報やサービスに疎く、HIV 感染の蔓延につ

ながる人身売買や売春、性的虐待等の人権侵害に次々と直面します。 
 スリランカの HIV 罹患率は 0.1％以下で、HIV がそれほど蔓延していない国ではありま

すが、それでも 5 千人の感染者がいると報告されています。また近年、感染が拡大傾向に

あることが調査からわかっています。スリランカでは 20 年以上も残忍な武力衝突が続いて

おり、国中の人びとが常に恐怖と危険にさらされています。難民キャンプで育った子ども

たちもおり、人間としての基本ニーズを満たすこともままならず、さらにはさまざまな人

権侵害に直面しています。認識の欠如、汚名を着せられること、それに危険な性習慣のせ

いで、年長の児童（特に女児）のあいだで HIV の罹患率が上昇していることが明らかにな

っています。武力衝突とそれによって余儀なく移民となった人たちによって、北部と東部

に HIV が拡大してしまうという状況が生じています。 
 2004 年 12 月 26 日の津波で、たくさんの女児が両親を失い、生きるために見知らぬ他人

の世話を受けねばならなくなりました。そしてまず、誰の庇護もない難民キャンプに入ら

ねばならず、そんな大変な時でも、自分の性的欲求をこれらのいたいけな少女たちで満た

そうとする男たちがいました。その結果、多くの少女がレイプやその他の形の性的嫌がら

せを受けました。ほとんどの場合、両親のいない少女たちの後見役となった身内の男が犯

人だったということが判明しています。 
 このことからみても、スリランカの女児の間の感染拡大の原因としてはさまざまな危険

要因があるということがわかります。わが国は総人口の 28％に当たる多くの若者人口を抱

え、その半数以上が女児です。商業的性産業、国内移民、海外移民などが増え、また、住

む場所を失くしたり、武力衝突が広がっていることなども要因といえます。 
 加えて、女児や若い女性は性に関する知識をほとんど持っておらず、暴力に対する恐怖

のせいで性的虐待を受けやすくなります。知識の不足が彼女たちを HIV 感染の危険にさら

します。感染すると病に倒れ、基礎教育の機会を失い、その将来は大きく傷つけられるこ

とになります。大人になってからの夢がすべて目の前で奪い去られるのです。HIV╱AIDS
による影響は女児と男児で違いがあります。これは、子どもが HIV 陽性と分かった場合、

女児には男児ほど家族のサポートや回復・社会復帰のための手段が与えられないからです。

さらに言えば、社会における女児や女性の地位が低いため、それによって貧困の影響は悪

化し、さらには感染に対する女児の脆さは増すことになるのです。 



 社会階級に関わらず、性的な事象に関する知識不足のせいで、深刻な問題を抱えている

女児は数多くいます。コロンボの一流の女子校で先日開かれた勉強会で、このことが証明

されました。この勉強会の参加者は裕福な家庭の娘たちでしたが、彼女たちの多くが何ら

かの性的問題に遭遇していました。問題を人前で話したがらないため、アンケート形式で

記述するようにしたところ、以前学校のバス運転手をしていた既婚男性と性的関係を続け

ていて、性感染症に伝染していないかどうか知りたいと書いてきた学生がいました。この

勉強会に参加した女子学生の多くが、両親ともに高いレベルの専門職にある家庭の子ども

であることが判っています。両親には子どもと過ごす時間がないため、足りないところが

部外者によって埋められたという形になります。そのような環境では多くの場合、少女た

ちはタチの悪い人間の餌食になってしまいます。 
 HIV 感染との闘いが成功するかどうかは、女性と女児を感染から守るためになされた取

り組み如何にかかっています。彼女たちの脆さは、性や生殖に関する権利と性的健全さに

ついての意識を高めることで、容易に食い止めることができます。この伝染病と闘うには、

平等、経済的自立、教育を促進する対策も必要です。HIV 軽減を目標にスリランカ政府が

取っている戦略は賞賛に値するものです。先日、政治の上層部を取り込むことで国民に対

する最大の支援を得ることを目的に、大統領閣下が議長となって全国エイズ審議会が設立

されました。さらに、わが国の若い世代の発育に対して早期から介入を行っていくという、

重要な政策声明がなされました。 
 
 
 


